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【横浜市小学校音楽教育研究会 規約】

第１条 本会は横浜市小学校音楽教育研究会といい、事務局を会長在任校に置く。

第２条 本会は横浜市小学校音楽教育研究会の向上発展を図ることを目的とする。

第３条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

１ 教職員の研究及び研修に関すること。

２ 各区の音楽教育の推進に関すること。

３ 音楽教育振興にかかわる事業に関すること。

４ その他

第４条 本会は横浜市小学校関係教職員をもって組織する。

第５条 本会に次の役員、理事を置く。

会長１名 副会長３名 書記２名 会計２名 理事 若干名

第６条 本会の役員、理事の任務は次の通りとする。

１ 会長は本会を代表し、会務を統括する。

２ 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれに代わる。

３ 書記は各会議の運営調整、庶務、広報等、会務の処理に当たる。

４ 会計は本会の経理を処理する。また、会計は会長代行として通帳管理を行う。

５ 理事は各部の研究に参与する。

第７条 １ 本会に会計監査若干名を置き、会長がこれを委嘱する。

２ 会計監査はその年度の会計を監査する。

第８条 会長、副会長の任期は１年とし、留任を妨げない。

第９条 会長、副会長は総会で選出し、他の役員、理事は会長がこれを委嘱する。

第10条 本会に次の各部及び特別委員会を置き、次の活動を行う。

１ 専門部

(1) 研究、研修の２部会を置き、研究と研修を行う。

① 研究部会 音楽教育についての理論的な研究を行う。

② 研修部会 音楽教育についての基本的な研修を行う。

(2) 部員は希望をもって構成し、各部会に部長、副部長を置き、部会の各部門に

主任、副主任を置く。

(3) 部長、副部長、主任、副主任は会長が委嘱するとともに、担当理事を置く。

２ 事業運営部

(1) 次の事業に関する各部会を置き、計画立案と運営に当たる。

① 庶務部会

。行事、広報、情報提供等の計画を立て、役員会と連絡をしつつ運営する

② 研修企画事業部会

音楽教育向上のための会員研修の事業を計画し、運営に当たる。

(2) 部員及び各部会の部長、副部長、主任、副主任は専門部員より会長が委嘱し、

各部会に担当理事を置く。

３ 支部

(1) 各区教育研究会音楽部を支部とする。

(2) 支部は本会の研究方針をふまえ、その実践化を図る。

(3) 支部担当部長、副部長を置き、専門部員より会長が委嘱するとともに、担当

理事を置く。
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４ 特別委員会

必要に応じ、必要期間にわたって特別委員会を置くことができる。

(1) 横浜市立学校総合文化祭 児童音楽会委員会

教育委員会の委託により、市児童音楽会の計画立案及び運営に当たる。

(2) 横浜市立学校総合文化祭 マーチングバンド発表会委員会

教育委員会の委託により、マーチングバンド発表会の計画立案及び運営に当

たる。

(3) 役員指名委員会

前年度の役員改正期より次年度の総会までを任期とし、役員、研究部、研修

部、事業運営部、支部の代表で組織する。次年度の会長、副会長を指名する。

(4) 規約改正委員会

会長が必要に応じて招集した規約改正委員会が、規約改正について立案し、

総会に提案する。

第11条 本会の会議は次の通りとし、会長がこれを召集する。

１ 定期総会

会長、副会長の選出、規約の改正、事業計画、予算決算に関する承認、決定を

する。

２ 臨時総会

緊急条件の生じた時に開き、その承認、決定をする。

３ 役員会

会長の諮問に応じる。

４ 企画委員会

(1) 本会の企画、運営に当たる。

(2) 役員、担当理事、部長または副部長をもって構成する。

５ 運営委員会

(1) 総会に準ずるもので、本会の運営に関する審議をする。

(2) 役員、部長、副部長、主任、副主任、支部長、理事、顧問、特別委員長をも

って構成する。

６ 理事会

(1) 本会の研究、研修、運営について協力し、助言する。

(2) 校長、副校長で構成し、他の場合は役員会の推薦による。

第12条 １ 本会の経費は、会費、補助金、その他の収入による。

２ 会費は会員の納入金による。

第13条 本会は役員会の推薦により顧問を置くことができる。

第14条 本会の規約は総会の決議により改正することができる。

付則 本規約は昭和５２年４月２４日より実施する。

昭和５７年４月２８日 一部改正

昭和６０年４月２４日 一部改正

平成 元年４月２６日 一部改正

平成 ５年４月２８日 一部改正

平成１０年４月２２日 一部改正

平成１４年４月２４日 一部改正

平成１８年４月２１日 一部改正

平成２２年４月２８日 一部改正

平成２３年４月２７日 一部改正

平成２６年４月２３日 一部改正


